
船舶事故調査報告書 

令和８年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和７年８月２９日 １３時３０分頃 

発生場所 沖縄県南城市久
く

高
だか

島西方沖 

 久高島灯台から真方位２５１°１,７２０ｍ付近 

 （概位 北緯２６°０９.０′ 東経１２７°５２.１′） 

事故の概要  漁船第一光和
こ う わ

丸は、南南東進中、干出浜に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和７年９月３日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第一光和丸、１２トン 

 ＯＮ２－０９５６（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９０－５４１７０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ翼に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風速 約４.０m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、交換した発電機の試運転の目的

で、沖縄県与那原
よ な ば る

町当添
とうぞえ

漁港を出航した。 

船長は、ＧＰＳプロッター及びレーダーを作動させ、自動操舵装置

の設定をコンパスと連動して船首方位を保持する設定（以下「船首設

定」という。本設定では、圧流等の影響によって進路は変わることが

ある。）とし、目標船首方位を適宜調整しながら約３～４ノットの対

地速力で本船を東進させた。 

船長は、久高島と平瀬
ひらびし

と称する干出浜との間の久高口を通過する予

定で、金武
き ん

中城
なかぐすく

港ウンタク灯標をほぼ右舷正横方に見る頃、船首設

定のまま目標船首方位を変えることで右転させ、平瀬東端に設置され

た琉球平瀬灯標の東方に目標船首方位を向けて本船を南南東進させ

た。 

船長は、出航時から発電機の運転状況が気になっており、右転して

しばらく経過し、琉球東灯標まで約１海里（Ｍ）となった頃、目視で

船首方を確認し、同灯標を右舷船首方に見る進路で航行しているの

で、しばらく操舵室を離れても大丈夫と思い、発電機が設置された操

舵室前方の機関室に向かった。 

船長は、機関室内に入ろうと、同室囲壁右舷側に設けられた出入口

に上半身を入れていたところ、本船は平瀬に乗り揚げた。 

船長は、音と衝撃で本船が乗り揚げたことを知り、操舵室に戻って



主機操縦レバーを後進に操作したものの本船を離礁させることができ

なかった。 

船長は、その後も幾度か本船の離礁を試みたものの離礁させること

ができず、本事故発生の約２時間後、所属する漁業協同組合に本事故

の発生を連絡し、同組合が海上保安庁へ通報した。 

本船は、その後、潮位の上昇によって離礁し、来援した僚船と共に

自力で当添漁港に帰航した。 

本船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約２.０ｍであった。 

本船の自動操舵装置は、本事故当時に使用していた船首方位設定の

ほか、ＧＰＳと連動して進路（航路）を保持する設定（以下「進路設

定」という。本設定では、圧流等による影響が加味され、目標進路と

のずれが自動で調整される。）とすることも可能であった。 

船長は、ふだん、進路変更の頻度が高い海域では船首方位設定と

し、広い海域など進路変更の頻度が低い海域では進路設定とし、適宜

自動操舵装置の設定を使い分けていた。 

船長は、右転後、東からの風を受けて本船の進路が徐々に西寄りに

なった可能生があると述べた。 

船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターを見ていなかった。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 航行経路図 

分析 本船は、久高口に向け、自動操舵で南南東進中、船長が、操舵室を

無人にして機関室に向かい、見張りを行わなかったことから、本船が

東からの風を受けて徐々に西寄りの進路となっていることに気付か

ず、平瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、交換した発電機の運転状況が気になり、琉球平瀬灯標の東

方に船首を向けて本船が航行しているので、しばらく操舵室を離れて
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も大丈夫と思ったことから、操舵室を無人にして機関室に向かったも

のと考えられる。 

船長が、目視のみでなく、ＧＰＳプロッターで本船の航行状況を確

認していれば、本船が東からの風を受けて徐々に西寄りに進路を変え

ている状況に気付いた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、久高口に向け、自動操舵で南南東進中、船長

が、操舵室を無人にして機関室に向かい、見張りを行わなかったた

め、本船が東からの風を受けて徐々に西寄りの進路となっていること

に気付かず、平瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・１人乗りの小型船舶の船長は、航行中に操舵室を離れないこと。

また、機関の運転状況を確認する場合は、広く安全な海域で自船

を停止させた後に実施すること。 

・船長は、目視のみに頼らず、ＧＰＳプロッターを活用して自船の

進路や船位を適切に把握すること。 

・船長は、船舶事故が発生した場合、適切な助言や支援を受けられ

るよう、速やかに海上保安庁に通報すること。 


